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○「会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の運用について」の制定

について（令和元年10月25日岡人委第268号通知）

〔沿革〕令和２年５月15日岡人委第43号、２年12月18日第298号 ７年２月７日第320

号、７年６月27日第87号 ８年３月17日第310号

会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（令和元年岡山県人事委員

会規則第２６号。以下「規則」という。）の制定に伴い同規則の運用について別紙のと

おり定めたので通知します。

別紙

会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の運用について

第１１条関係

１ この条の第１項に規定する在職期間は、原則として岡山県のいずれかの職におい

て、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる期間をいう。

２ この条の第２項の「当該会計年度任用職員の当該会計年度における最初の任用日か

ら任用期間を通算した場合に同項の規定により付与されるべき年次休暇の日数」の在

職期間の基準となる日は、当該会計年度の最初の任用日とする。

３ この条の第３項の「岡山県のいずれかの職に在職していた者（会計年度任用職員で

ある職員を除く。）が引き続き会計年度任用職員として新たに任用された場合」と

は、会計年度任用職員を除く岡山県のいずれかの職に在職していた者が会計年度任用

職員として初めて任用された際に、その雇用形態が社会通念上中断されていない状態

であることをいう。

４ 会計年度任用職員（短時間勤務会計年度任用職員を除く。）が年次休暇の残日数を

取得する場合又は年次休暇の取得累計に１時間未満の端数がない場合で、４５分の端

数を付して取得しても年次休暇の取得累計に１時間未満の端数が生じないときの取扱

いは、常勤職員の例による。

第１２条関係

１ この条の第１項第２号の「裁判員」には、裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定

裁判員を含むものとする。

２ この条の第１項第３号ハの「これらに準ずる場合」の解釈については、職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する規則の運用について（昭和３６年岡人委第４２号通知。

以下「運用通知」という。）第１１条関係第１０項の規定を準用する。
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３ この条の第１項第１０号の「母胎又は胎児の健康保持に影響がある」かどうかの解

釈については、運用通知第１１条関係第１２項の規定を準用する。

４ この条の第１項第１６号の「継続勤務」とは、原則として、その雇用形態が社会通

念上中断されていないと認められる場合の勤務であって、当該会計年度任用職員が勤

務を要する日の８割以上を出勤したこととする。出勤した日数の算定に当たっては、

この規則に規定する休暇、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２

項の規定による休職、同法第２９条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の育児休業及び同法第１９条第１

項の規定による部分休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとす

る。

５ この条の第１項第１８号の「健康診断」及び「予防接種」の解釈については、運用

通知第１１条関係第２０項の規定を準用する。

６ この条の第１項第１８号の「学校等」の解釈については、運用通知第１１条関係第

２１項の規定を準用する。

７ この条の第１項第１８号の「人事委員会が定める事由」については、運用通知第１

１条関係第２２項ア及びイの規定を準用する。

８ この条の第１項第１８号の「人事委員会が定めるもの」とは、入園、卒園又は入学

の式典その他これらに準ずる式典とする。


